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◎ 年末調整は、令和７年１月２０日（月）までに ・・・

年末調整個別相談所を下記の日程で開催します。

担当税理士： 大矢啓資 先生

令和７年 １月 ９日（木）午後１時～午後４時

1月１７日（金）午後１時～午後４時

場所：八百津町商工会

※本個別相談は、県の補助金を受けています。

☛ 地域経済活性化事業

「第４３回八百津町産業文化祭」盛大に開催されました。

１１月９日（土）・１０日（日）に第４３回八百津町産業文化祭が開催され、秋晴れのも

と２日間で２５，０００人の来場者で大盛況でした。

関係各位のご協力に深く感謝申し上げます。

また、１１月２日（土）友好交流の町である南知多町産業まつりに特産品交流事業として

八百津町内地域産品取扱い事業者の方々が参加しました。

第4３回八百津町産業文化祭開会式 会場内、約６０ブースの出店で賑った。
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☛ 事業継続力強化計画

明日起きるかもしれない自然災害や感染症に対する備えを、

一緒に考えてみませんか！商工会がお手伝いします。
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☛ 事業継続力強化計画

リスクから企業を守るには、事前対策が重要です！

① 営業は停止せず

② 営業停止期間：１週間以内

③ 営業停止期間：１か月以内

④ 営業停止期間：３か月以内

⑤ 営業停止期間：半年以内

⑥ 営業停止期間：半年超

被災による物的損失額が０円の場合、被災事業者

の約６４％が営業を停止していません。

一方、被災による物的損失額が３千万円以上の場

合、被災事業者の約１７％が半年超の営業停止を

しています。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③

① 減少

② 横ばい

③ 増加

被災による営業停止期間が半年を超えた被災事業

者の約７０％は、取引先が減少している。

営業停止期間が短いほど、取引先の減少が少なく

て済んでいます。
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商工会は経営支援を通じて企業の未来に貢献する！

八百津町商工会

加茂郡八百津町八百津3800－4

TEL（0574）43－0266　FAX（0574）43－2448

E－mail : yaotsu@ml.gifushoko.or.jp
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